
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

成年後見制度を担う人材の柱として、“市民後見人”には大きな期待が寄せられています。

広く成年後見制度について学びたい方・企業等を退職し、これから社会貢献活動を始めたい

方等、ぜひこの講座を受講してみませんか？ 

※来年度開催の「実践編」の受講には今回の「基礎編」修了が条件となります。 

主 催 社会福祉法人飯能市社会福祉協議会 

共 催 飯能市 



【対 象】             

 飯能市に在住・在学・在勤されている方 

【日 程】             

《１日目》平成３０年１１月１７日（土） 

《２日目》平成３０年１１月２４日（土） 

《３日目》平成３０年１２月 １日（土） 

《４日目》平成３０年１２月 ８日（土）  

午前９時から午後４時まで ※カリキュラムによって前後する場合があります。 

【会 場】             

 飯能市総合福祉センター 

【受 講 料】             

１，０００円（資料代） ※ １日目の受付時にお支払ください。 

【定 員】             

 ２５名（先着順） 

【受 付 期 間】             

 平成３０年１１月１４日（水）まで 

【そ の 他】             

 ・講座修了には全カリキュラムの受講が必要です（体調不良等による欠席者への救済措置あり） 

 ・2018/10/1 現在、8 名の方が本会に所属して市民後見人として活躍しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

                          

----------------------------（FAX の場合は切り取らない）---------------------------- 

■記入欄■（ＦＡＸ：０４２－９７３－８９４１） 

飯能市社会福祉協議会 松下・田沼 行 

ふりがな                
住 所 

〒 

氏  名         

職業・所属団体  

生年月日 / / 年齢    歳 連絡先 電話       FAX 

※ご記入いただいた個人情報は、名簿作成や資料送付等の講座を運営する目的以外には使用しません。 

 

 

 

 

受講を希望する方は、「記入欄」に必要事項を記入して、ＦＡＸで送信してください。また

は、記入欄の内容を網羅した E メールを送信してください。飯能市社会福祉協議会（総合福祉セ

ンター内）に直接お持ちいただいても結構です。お電話の場合はその場でお伺いします。 

なお、ＦＡＸ・E メールお申込みいただいた場合には、３日以内に確認のご連絡をいたしま

す。３日を経過しても連絡が無い場合には、下記までご連絡ください。 

※このチラシは、本会ホームページからもダウンロードできます。 

《問い合わせ》 

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会 担当 松下・田沼 
電 話 ０４２－９７３－００２２   F A X ０４２－９７３－８９４１ 

E メール seikatsu@hannosyakyo.or.jp 


